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は
じ
め
に 

 

本
発
表
で
は
幕
末
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
儒
者
、
国
学
者
、
神
職
、
教
導
職
、
神
宮
教
教
師
等
と
し
て
幅
広
く

活
動
し
た
三
輪
田
高
房
が
行
っ
た
鎮
魂
行
事
の
伝
授
に
つ
い
て
豊
富
な
高
房
自
筆
資
料
を
用
い
伝
授
の
実
態
や

そ
の
後
の
伝
播
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。 

      

一
、 

三
輪
田
高
房
の
生
涯 

 

（
一
） 

三
輪
田
高
房
に
関
す
る
先
行
研
究 

 

三
輪
田
高
房
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
辞
書
類1

に
項
目
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
他
、
池
田
忠
好
氏2

や
上
野
利
三

氏3

、
宮
間
純
一
氏4

、
武
田
幸
也
氏5

が
論
文
の
中
で
取
り
扱
っ
て
は
い
る
も
の
の
彼
の
生
涯
や
人
物
、
思
想
等
全

体
像
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
部
分
が
多
い
。 

 

こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
に
対
し
て
宮
間
氏
は
、 

恒
次
郎
の
研
究
は
皆
無
に
等
し
く
そ
の
生
涯
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
お
と
づ
れ
文
庫
文
書
中
の
三
輪

田
恒
次
郎
関
係
文
書
は
、
彼
の
人
生
を
詳
細
に
紐
解
く
こ
と
が
出
来
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。6 

と
し
て
三
輪
田
高
房
（
恒
次
郎
）
に
関
す
る
先
行
研
究
が
乏
し
い
こ
と
、
千
葉
県
文
書
館
の
中
に
あ
る
「
お
と
づ

れ
文
庫
」
文
書
中
の
三
輪
田
高
房
関
係
文
書
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。 

 

（
二
）
お
と
づ
れ
文
庫
の
三
輪
田
高
房
関
係
資
料
に
つ
い
て 

 

お
と
づ
れ
文
庫
は
旧
蔵
者
池
田
忠
好
氏7

の
収
集
書
籍
群
で
池
田
氏
の
没
後
千
葉
県
文
書
館
に
寄
贈
さ
れ
、
現
在

に
至
っ
て
い
る
。
お
と
づ
れ
文
庫
の
構
成
は
分
野
・
時
代
共
に
多
岐
に
渡
る
が
文
庫
中
に
は
三
輪
田
高
房
の
自
筆

                                        

             

 

1 

大
植
四
郎
編
『
國
民
過
去
帳
』
明
治
之
巻
（
尚

古
房
、
昭
和
十
年
）、『
愛
媛
県
史
』
人
物
（
愛
媛

県
、
平
成
元
年
）、『
講
談
社
日
本
人
名
大
辞
典
』

（
講
談
社
、
平
成
十
三
年
） 

2 

池
田
忠
好
「
西
村
茂
樹
と
三
輪
田
高
房
と
の
交

遊
」〔『
弘
道
』
第
八
六
四
号
（
日
本
弘
道
会
、
昭

和
五
十
一
年
十
月
）〕 

3 

上
野
利
三
「
戸
田
保
遠
の
律
令
研
究
に
つ
い
て

―
明
治
期
律
令
学
の
一
齣
―
」〔『
法
学
研
究
』
五

三
（
五
）（
慶
應
義
塾
大
学
法
学
研
究
会
、
昭
和
五

十
六
年
五
月
）〕 

4 

宮
間
純
一
『
戊
辰
内
乱
期
の
社
会
』
―
佐
幕
と

勤
王
の
あ
い
だ
―
（
思
文
閣
、
平
成
二
十
七
年
）

第
五
章
「
「
朝
敵
」
藩
の
恭
順
理
論
―
伊
予
松
山
藩

を
事
例
に
―
」 

5 

武
田
幸
也
『
近
代
の
神
宮
と
教
化
活
動
』（
弘
文

堂
、
平
成
三
十
年
）
四
一
一
、
四
二
二
頁 

6 

前
掲
宮
間
純
一
『
戊
辰
内
乱
期
の
社
会
』
一
六

二
頁 

7 

前
掲
池
田
忠
好
「
西
村
茂
樹
と
三
輪
田
高
房
と

の
交
遊
」
は
池
田
氏
自
身
の
蔵
書
を
用
い
て
論
じ

て
い
る
。 

本
発
表
の
要
点 

 
 

・
自
筆
日
誌
資
料
に
基
づ
く
三
輪
田
高
房
の
生
涯 

・
三
輪
田
高
房
が
行
っ
た
鎮
魂
行
事
伝
授
の
実
態 

・
三
輪
田
高
房
が
伝
え
た
鎮
魂
行
事
と
神
社
神
道
で
行
わ
れ
て
い
る
鎮
魂
行
事
と
の
関
係 
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二 
 

日
誌
資
料
等
三
輪
田
高
房
に
関
係
す
る
文
献
が
多
数
散
見
さ
れ
る
。8  

 
三
輪
田
高
房
の
記
し
た
日
誌
は
途
中
欠
冊
が
あ
る
も
の
の
、
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
～
明
治
四
十
一
年
に
至

る
ま
で
の
継
続
し
た
記
録
で
あ
る
。
高
房
は
そ
れ
ぞ
れ
の
日
誌
表
紙
に
朱
書
き
で
通
番
を
記
し
て
お
り
、
最
も
新

し
い
日
誌9

の
一
つ
前
の
日
誌1

0

に
は
「
第
五
拾
一
号
」
と
あ
る
。 

 

（
三
）
三
輪
田
高
房
の
生
涯 

三
輪
田
高
房
（
恒
次
郎
、
浪
江
、
危
行
）
は
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
十
月
八
日
伊
予
国
久
米
郡
久
米
村
（
現

愛
媛
県
松
山
市
）
の
日
尾
八
幡
神
社
祀
官
三
輪
田
清
敏
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
る1

1

。
兄
弟
に
は
家
督
を
継
い
だ

書
家
と
し
て
も
著
名
な
兄
常
貞
（
米
山
）
や
幕
末
・
維
新
期
の
尊
攘
派
志
士
の
弟
元
綱
（
綱
麿
）
が
い
る
。 

高
房
の
生
涯
は
大
き
く
四
つ
の
時
期
に
区
分
さ
れ
る
。
第
一
期
は
儒
者
と
し
て
儒
学
を
学
修
・
教
授
し
た
時
期

で
、
第
二
期
は
維
新
後
神
官
教
導
職
を
兼
務
し
た
時
期
で
、
第
三
期
は
神
宮
教
院
（
神
宮
司
庁
と
の
分
離
前
）、
神

宮
教
、
神
宮
奉
斎
会
に
奉
仕
し
神
宮
の
教
化
機
関
に
関
わ
り
活
動
し
た
時
期
で
、
第
四
期
は
晩
年
職
を
辞
し
、
隠

居
の
身
と
な
っ
た
時
期
で
あ
る
。
明
治
四
十
三
年
十
一
月
五
日
に
享
年
八
十
五
歳
（
満
）1

2

で
没
し
た
。 

①
第
一
期 

儒
学
修
学
教
授
時
代
（
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
十
一
月
～
明
治
四
年
十
月
） 

「
支
邦
学
」
は
江
戸
に
出
て
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
十
一
月
よ
り
麹
町
教
授
所
の
松
平
慎
齋
に
入
門
し
学
び
、

そ
の
後
広
島
藩
の
金
子
霜
山
な
ど
に
就
き
修
学
し
た1

3

。
帰
国
の
後
、
明
治
二
年
十
二
月
よ
り
「
松
山
藩
学
校
」

（
明
教
館
）
の
「
司
教
」1

4

と
し
て
「
普
通
学
科
専
務
」1

5

、「
経
義
科
専
務
」1

6

を
歴
任
の
後
、
明
治
四
年
十
月
十

九
日
、
願
に
よ
り
松
山
藩
学
校
司
教
を
免
ぜ
ら
れ
て
い
る1

7

。1
8 

明
治
四
年
十
月
、
上
京
の
後
東
京
に
寄
留
し1

9

、
同
五
年
五
月
よ
り
共
心
義
塾
の
教
師
と
し
て
支
那
学
を
教
え

た2
0

。 

                                        

             

 

8 

『
お
と
づ
れ
文
庫
文
書
仮
目
録
』
下
（
千
葉
県

文
書
館
、
平
成
十
一
年
） 

9 

『［
高
房
日
誌
］』
五
二
〔『
岡
山
日
誌
』（
明
治

四
十
一
年
十
一
月
五
日
～
同
四
十
二
年
四
月
二
十

日
）〕。
な
お
、
本
日
誌
の
表
紙
に
は
通
番
が
記
さ

れ
て
い
な
い
。 

1
0 

『［
高
房
日
誌
］』
五
一
〔『
岡
山
日
誌
』（
明
治

四
十
年
三
月
一
日
～
同
四
十
一
年
十
一
月
四
日
）〕 

1
1 

『
高
房
日
誌
』
明
治
十
年
八
月
八
日
条
「［
鴻
雪 

 

爪
に
提
出
の
履
歴
書
］」（
以
降
同
日
条
を
根
拠
と

し
て
い
る
部
分
は
こ
の
履
歴
書
の
記
載
を
示
し
て

い
る
。） 

ま
た
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
脚
注
や
資
料
の
日 

 

記
条
文
は
『［
高
房
日
誌
］』
の
該
当
箇
所
を
示
し

て
い
る
。 

1
2 

生
年
月
日
は
『［
高
房
日
誌
］』
の
記
載
に
拠

り
、
没
年
月
日
は
前
掲
大
植
四
郎
編
『
國
民
過
去

帳
』
明
治
之
巻
、
前
掲
『
愛
媛
県
史
』
人
物
、
前

掲
『
講
談
社
日
本
人
名
大
辞
典
』
の
記
載
に
拠
っ

た
。 

1
3 

明
治
五
年
十
一
月
二
十
五
日
、
同
二
十
七
日
条

「［
共
心
義
塾
に
提
出
の
履
歴
書
］」
（
以
降
同
日
条

を
根
拠
と
し
て
い
る
部
分
は
こ
の
履
歴
書
の
記
載

を
示
し
て
い
る
。） 

1
4

明
治
十
年
八
月
八
日
条 

1
5 

明
治
三
年
十
月
よ
り
（
明
治
十
年
八
月
八
日

条
） 

1
6 

明
治
四
年
一
月
よ
り
（
明
治
十
年
八
月
八
日

条
） 

1
7

明
治
十
年
八
月
八
日
条 

1
8 

な
お
、
三
輪
田
高
房
が
藩
儒
と
し
て
松
平
定
昭

に
仕
え
佐
幕
的
立
場
で
恭
順
理
論
に
つ
い
て
記
し

た
意
見
書
に
つ
い
て
は
、
前
掲
宮
間
純
一
『
戊
辰

内
乱
期
の
社
会
』
―
佐
幕
と
勤
王
の
あ
い
だ
―
第

五
章
「「
朝
敵
」
藩
の
恭
順
理
論
―
伊
予
松
山
藩
を

事
例
に
―
」
に
詳
し
い
。 

1
9

明
治
五
年
十
一
月
二
十
五
日
、
同
二
十
七
日
条 

2
0

明
治
五
年
四
月
二
十
七
日
条
「
板
倉
従
五
位
共
心
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三 
 

②
第
二
期 

神
官
教
導
職
兼
務
時
代
（
明
治
六
年
二
月
～
明
治
九
年
四
月
） 

明
治
六
年
二
月
よ
り
は
神
官
教
導
職
を
兼
務
し
た
。
「
吉
田
神
社
権
宮
司
」2

1

、
「
吉
田
神
社
宮
司
」2

2

、
「
石
上

神
宮
少
宮
司
」2

3

を
歴
任
し
、
教
導
職
の
等
級
も
「
中
講
義
」2

4

、「
大
講
義
」2

5

と
上
が
っ
て
い
る
。
そ
の
後
明
治

九
年
四
月
、
石
上
神
宮
少
宮
司
を
願
に
よ
り
免
ぜ
ら
れ
大
講
義
専
任
と
な
る2

6

。 

③
第
三
期 
神
宮
教
化
関
係
機
関
奉
仕
時
代
（
明
治
十
年
十
二
月
～
同
二
十
二
年
八
月
、
同
二
十
六
年
五
月
～
同 

 
 

 
 

三
十
四
年
頃
） 

 

石
上
神
宮
少
宮
司
解
任
の
後
上
京
し
、
明
治
九
年
七
月
「
権
少
教
正
」2

7

に
補
任
さ
れ
、
明
治
十
年
十
月
十
日
に

は
神
道
事
務
局
の
巡
回
に
出
立
し
て
い
る2

8

。
巡
回
中
の
同
年
十
一
月
十
日
、
京
都
に
於
い
て
落
合
直
澄
の
紹
介

に
よ
り
神
宮
祭
主
久
邇
宮
朝
彦
親
王
に
拝
謁
し
歌
を
奉
っ
て
い
る2

9

。
こ
の
時
高
房
は
朝
彦
親
王
に
非
常
に
気
に

入
ら
れ
た
よ
う
で
、
明
治
十
年
十
二
月
十
九
日
に
は
伊
勢
下
向
に
供
奉
し
て
お
り
以
後
親
王
の
信
認
を
得
て
神
宮

の
教
化
に
関
わ
る
機
関
で
活
動
を
は
じ
め
る
こ
と
と
な
る
。 

 

神
宮
の
教
化
に
関
わ
る
機
関
の
組
織
変
遷
の
概
略
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
明
治
五
年
よ
り
神
宮
で
は
大
教
宣

布
の
一
翼
と
し
て
神
宮
教
会
を
開
設
し
、
そ
の
本
部
た
る
神
宮
教
院
が
伊
勢
に
設
置
さ
れ
た
。
明
治
十
五
年
神
官

教
導
職
が
分
離
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
神
宮
教
院
で
は
神
宮
司
庁
と
の
分
離
が
決
定
さ
れ
、
明
治
十
五
年
五
月
十

日
に
は
内
務
省
達
に
よ
っ
て
、
神
宮
教
院
は
そ
の
名
称
を
「
神
道
神
宮
派
」（
神
宮
教
）
と
改
め
る
こ
と
が
認
め
ら

れ
た
。
明
治
十
七
年
、
太
政
官
布
達
に
よ
っ
て
教
導
職
が
廃
止
さ
れ
、
他
の
教
派
神
道
同
様
に
宗
教
団
体
の
一
つ

に
編
入
さ
れ
た
。
明
治
三
十
二
年
九
月
四
日
内
務
省
に
よ
り
神
宮
教
の
解
散
、
神
宮
奉
斎
会
の
設
立
が
認
可
さ
れ
、

財
団
法
人
と
な
っ
た
。3

0 

神
宮
関
係
機
関
奉
職
中
は
、
「
第
八
教
區
教
長
代
理
」3

1

、
「
第
十
三
教
區
本
部
教
長
代
理
」3
2

、「
第
八
教
區
本

                                        

             

 

義
塾
免
許
ニ
相
成
権
田
直
助
師
岡
節
斎
来
訪
面
會

ス
」。 

明
治
五
年
十
一
月
二
十
五
日
、
同
二
十
七
日
条 

2
1

明
治
六
年
二
月
二
十
五
日
条 

明
治
十
年
八
月
八
日
条 

2
2

明
治
六
年
六
月
二
日
条 

明
治
十
年
八
月
八
日
条 

吉
田
神
社
宮
司
時
代
に
行
っ
た
説
教
の
内
容
は

『［
講
録
］』（
千
葉
県
文
書
館
所
蔵
）
に
記
さ
れ
て

お
り
、
教
導
職
の
行
っ
た
説
教
の
実
態
を
調
べ
る

う
え
で
非
常
に
興
味
深
い
。 

2
3

明
治
七
年
十
一
月
二
日
条 

明
治
十
年
八
月
八
日
条 

2
4

明
治
六
年
二
月
二
十
五
日
条 

明
治
十
年
八
月
八
日
条 

2
5

明
治
六
年
五
月
二
十
七
日
条 

明
治
十
年
八
月
八
日
条 

2
6

明
治
九
年
四
月
二
十
五
日
条
「
教
部
省
辞
令
達

ス
」 

明
治
十
年
八
月
八
日
条 

2
7

明
治
九
年
七
月
四
日
条 

2
8

明
治
十
年
十
月
十
日
条 

2
9

明
治
十
年
十
一
月
十
日
条 

3
0

近
代
の
神
宮
の
教
化
機
関
に
つ
い
て
は
、
岡
田
米

夫
編
『
東
京
大
神
宮
史
』（
東
京
大
神
宮
、
昭
和
三

十
五
年
）、
久
保
田
収
「
神
宮
教
院
と
神
宮
奉
斎

会
」〔『
明
治
維
新
神
道
百
年
史
』（
神
道
文
化
会
、

昭
和
四
十
一
年
）
所
収
〕
、
阪
本
健
一
「
明
治
初
期

に
於
け
る
神
宮
の
教
化
運
動
」〔『
神
宮
明
治
百
年

史
』
上
巻
（
神
宮
司
庁
、
昭
和
四
十
三
年
）
所

収
〕、
西
川
順
土
『
近
代
の
神
宮
』（
神
宮
文
庫
、

昭
和
六
十
三
年
）、
武
田
幸
也
『
近
代
の
神
宮
と
教

化
活
動
』（
弘
文
堂
、
平
成
三
十
年
）
等
に
詳
し

い
。 

以
下
に
示
す
高
房
の
職
名
は
該
当
年
月
日
に
所
属

し
て
い
た
組
織
の
職
制
内
で
の
名
称
で
あ
る
。 

3
1

明
治
十
三
年
二
月
四
日
条 

第
八
教
区
と
は
京
都
地
区
の
こ
と
で
あ
る
。 

3
2

明
治
十
四
年
十
月
七
日
条 

第
十
三
教
区
は
熊
本
地
区
の
こ
と
で
あ
る
。 
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四 
 

部
長
」3

3

、「
講
師
総
長
」3

4

、「
副
幹
事
」3

5

、「
第
弐
教
区
東
京
本
部
長
」3

6

「
祭
典
課
長
」3

7

、「
教
務
課
録
事
」

3
8

、「
第
八
教
區
京
都
本
部
在
懃
本
部
長
事
務
取
扱
」3

9

、「
京
都
本
部
監
督
」4

0

、「
大
坂
本
部
監
督
」4

1

等
の
職
を

歴
任
し
、
等
級
も
「
権
少
教
正
」
よ
り
「
権
大
教
正
」4

2

に
ま
で
上
が
り
、「
教
監
」
と
し
て
の
地
位
も
最
終
的
に

は
「
二
等
教
監
」4

3

と
な
っ
て
い
る
。 

明
治
二
十
年
三
月
に
は
「
多
年
事
務
勉
励
功
労
不
尠
、
且
老
年
ニ
モ
有
之
、
當
分
之
内
日
懃
ニ
不
及
候
事
」4

4

と

し
て
日
勤
し
な
く
て
も
よ
い
こ
と
を
許
さ
れ
、
同
二
十
二
年
八
月
に
は
「
依
願
免
本
職
」
と
し
て
神
宮
教
を
辞
任

し
て
い
る4

5

。 

明
治
二
十
六
年
五
月
に
は
改
正
に
際
し
神
宮
教
に
復
任
し
、「
権
大
教
正
」
と
な
っ
て
お
り4

6

、
神
宮
教
の
解
散
、

神
宮
奉
斎
会
の
結
成
の
後
は
同
会
「
主
礼
」4

7

と
な
り
、
最
終
的
に
明
治
三
十
三
～
三
十
五
年
頃
に
は
辞
職4

8

し
て

い
る
。 

④
第
四
期 

晩
年
・
隠
居
時
代
（
明
治
二
十
年
三
月
～
明
治
四
十
三
年
十
一
月
） 

明
治
二
十
年
三
月
に
は
神
宮
教
よ
り
日
勤
に
及
ば
な
い
こ
と
を
許
さ
れ
、
同
二
十
二
年
八
月
に
は
辞
職
す
る
も

明
治
二
十
六
年
五
月
に
は
復
任
さ
れ
、
そ
の
時
に
は
「
お
も
ひ
き
や 

杖
つ
く
ほ
と
の 

老
の
身
に 

か
か
る
恵

み
の 

あ
ら
む
も
の
と
は
」4

9

と
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
最
終
的
に
明
治
三
十
三
～
三
十
五
年
頃
に
神
宮
奉
斎
会

を
辞
職
し
て
い
る
。
明
治
三
十
四
年
十
月
に
岡
山
に
転
居
し5

0

、
明
治
四
十
三
年
十
一
月
五
日
に
享
年
八
十
五
歳

（
満
） 

で
没
し
た5

1

。 

                                        

             

 

3
3

明
治
十
五
年
四
月
二
十
八
日
条 

3
4

明
治
十
六
年
七
月
二
十
日
条 

3
5

明
治
十
六
年
八
月
二
十
六
日
条 

3
6

明
治
十
七
年
三
月
十
三
日
条 

第
二
教
区
は
東
京
地
区
の
こ
と
で
あ
る
。 

3
7

明
治
十
七
年
五
月
二
十
日
条 

3
8

明
治
十
九
年
六
月
二
十
九
日
条 

3
9

明
治
二
十
年
八
月
三
十
一
日
条 

4
0

明
治
二
十
年
十
月
六
日
条 

4
1

明
治
二
十
年
十
月
六
日
条 

4
2

明
治
十
九
年
三
月
三
十
一
日
条 

4
3

明
治
二
十
年
二
月
二
十
八
日
条 

4
4

明
治
二
十
一
年
三
月
七
日
条 

4
5

明
治
二
十
二
年
八
月
十
二
日
条 

4
6

明
治
二
十
六
年
五
月
二
十
一
日
条 

『［
高
房
日
誌
］』
四
一
（『
東
京
日
誌
』
明
治
二
十

六
年
二
月
一
日
～
同
年
十
二
月
三
十
一
日
）
の
表

紙
に
は
「
神
宮
教
院
改
革
有
之
復
任
ス
五
月
廿
日

ナ
リ
キ
」
と
あ
る
。
こ
の
「
改
革
」
と
は
前
掲
岡

田
米
夫
編
『
東
京
大
神
宮
史
』
六
〇
～
六
十
二
頁

に
記
さ
れ
る
明
治
二
十
六
年
四
月
二
十
七
日
に
決

議
さ
れ
た
「
教
規
改
正
・
学
寮
開
設
・
機
関
誌
発

行
・
本
教
院
改
築
」
を
示
す
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。 

4
7 

『［
高
房
日
誌
］』
四
七
（『
東
京
日
誌
』
明
治
三

十
三
年
一
月
一
日
～
同
三
十
四
年
四
月
三
十
日
）

の
表
紙
に
は
「
神
宮
主
礼
三
輪
田
高
房
」
と
あ

る
。 

4
8 

日
誌
条
文
で
は
未
確
認
。『［
高
房
日
誌
］』
四
八

（『
東
京
日
誌
』
明
治
三
十
四
年
五
月
一
日
～
同
三

十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
）
の
表
紙
に
は
「
三
輪

田
高
房
」
と
職
名
は
な
く
氏
名
の
み
が
記
さ
れ
て

い
る
。 

4
9 

明
治
二
十
六
年
五
月
二
十
一
日
条
〈
上
欄
〉 

5
0 

『［
高
房
日
誌
］』
四
八
（『
東
京
日
誌
』
明
治
三

十
四
年
五
月
一
日
～
同
三
十
五
年
十
二
月
三
十
一

日
）
の
表
紙
に
は
「
十
月
廿
二
日
備
前
岡
山
移

轉
」
と
あ
る
。 

岡
山
で
の
三
輪
田
高
房
に
つ
い
て
は
、「
三
輪
田
高

房
翁
の
近
況
」〔『
養
德
』
第
八
巻
第
五
號
（
養
德

社
、
明
治
四
十
二
年
五
月
）
四
三
～
四
六
頁
〕
と

の
記
述
が
あ
る
。 

5
1 

前
掲
大
植
四
郎
編
『
國
民
過
去
帳
』
明
治
之

巻
、
前
掲
『
愛
媛
県
史
』
人
物
、
前
掲
『
講
談
社

日
本
人
名
大
辞
典
』 
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⑤
家
族 

妻
順
（
天
保
十
年
（
一
八
三
九
）
八
月
十
一
日
生5

2

）、
長
男
春
元
（
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
二
月
十
五
日
生
）

5
3

、
長
女
知
（
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
十
月
五
日
生
）、
次
女
正
（
慶
應
三
年
（
一
八
六
七
）
二
月
六
日
生
）、
次

男
政
徳
（
明
治
五
年
七
月
一
日
生
）、
三
男
輪
三
（
明
治
七
年
十
一
月
十
六
日
生
）、
三
女
貞
（
明
治
九
年
八
月
二

十
日
生
）、
四
男
恒
敏
（
明
治
十
五
年
一
月
十
五
日
生
）、
五
男
季
胤
（
明
治
十
八
年
十
月
三
十
日
生5

4

）。5
5 

⑥
著
作 

 

『[

高
房
日
誌]

』（
千
葉
県
文
書
館
所
蔵
）、『
凡
仙
叢
録
』（
千
葉
県
文
書
館
所
蔵
）、『［
講
録
］
』（
千
葉
県
文
書

館
所
蔵
）
、『
古
今
聞
見
録
』（
千
葉
県
文
書
館
所
蔵
）
、『
高
房
自
詠
』（
千
葉
県
文
書
館
所
蔵
）
、『
歌
道
心
の
種
』

（
千
葉
県
文
書
館
所
蔵
）、
『
日
文
本
義
』
（
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵
）、
『
神
字
神
代
巻
』（
個
人
所
蔵
）

等
。 

 

小
括 

 

千
葉
県
文
書
お
と
づ
れ
文
庫
内
の
自
筆
日
誌
資
料
等
を
含
む
三
輪
田
高
房
関
係
資
料
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
不

明
瞭
で
あ
っ
た
三
輪
田
高
房
の
生
涯
の
概
略
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。 

 

二
、 

三
輪
田
高
房
の
鎮
魂
伝
授 

  

（
一
）
伝
授
の
事
例 

①
宮
地
厳
夫
、
岡
吉
胤
、
宇
陀
太
郎
（
明
治
十
九
年
十
一
月
二
十
二
日
）〈
資
料
一
〉 

 

明
治
十
九
年
十
一
月
二
十
二
日
、
宮
地
厳
夫
、
岡
吉
胤
、
宇
陀
太
郎
に
対
し
「
夜
会
」
に
於
い
て
鎮
魂
の
「
業
」

を
披
露
し
て
い
る
。5

6 

②
篠
田
時
化
雄
、
城
戸
（
明
治
二
十
年
十
一
月
二
十
二
日
）〈
資
料
二
〉 

 

明
治
二
十
年
十
一
月
二
十
二
日
夜
、「
教
会
」（
神
宮
教
京
都
教
会
）
に
於
い
て
篠
田
時
化
雄
、
城
戸
某
に
「
鎮

魂
之
業
」
を
「
手
ツ
カ
ラ
教
授
」
し
て
い
る
。 

③
塚
田
菅
彦
（
明
治
二
十
二
年
七
月
十
四
日
）〈
資
料
三
〉 

 

明
治
二
十
二
年
七
月
十
四
日
、
塚
田
菅
彦
に
「
鎮
魂
祭
ヲ
授
」
け
て
い
る
。 

                                        

             

 

5
2

明
治
十
七
年
七
月
十
九
日
条
「
明
治
九
年
五
月
十

一
日
よ
り
」 

順
の
生
年
月
日
に
つ
い
て
は
明
治
十
年
八
月
二 

 
 

 

日
と
記
し
て
い
る
資
料
も
あ
る
。 

5
3 

春
元
は
明
治
十
に
高
房
の
兄
で
三
輪
田
家
を
継

い
で
い
た
常
貞
の
二
女
梅
の
婿
養
子
と
な
っ
て
い

る
。（『［
三
輪
田
米
山
日
記
］』
明
治
十
年
七
月
五

日
条
、『［
高
房
日
誌
］』
明
治
十
年
八
月
二
十
一
日

条
） 

5
4 

明
治
十
八
年
十
一
月
二
日
条
記
載
の
出
生
届
写 

5
5 

家
族
構
成
や
そ
れ
ぞ
れ
の
生
年
月
日
は
明
治
六

年
六
月
二
十
三
日
条
、
明
治
十
七
年
七
月
十
九 

日
条
、
明
治
十
七
年
十
二
月
二
十
四
日
条
に
記
載

さ
れ
て
い
る
家
族
構
成
を
記
し
た
届
の
写
し
を
参

考
に
し
た
。
な
お
、
季
胤
に
つ
い
て
は
こ
れ
ら
の

届
が
記
さ
れ
た
後
に
生
ま
れ
て
い
る
た
め
、
日
誌

に
記
載
さ
れ
る
季
胤
の
出
生
届
写
し
に
拠
っ
た
。 

5
6 

十
一
月
二
十
二
日
は
鎮
魂
祭
当
日
で
あ
り
、「
夜

会
」
で
の
話
題
が
鎮
魂
で
あ
っ
た
の
は
こ
の
こ
と

に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
厳
密
に
「
伝
授
」
事
例

と
す
る
か
は
難
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、『［
高
房

日
誌
］』
の
中
で
の
鎮
魂
に
つ
い
て
の
初
出
で
あ

る
。 
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六 
 

④
鈴
木
重
明
（
明
治
二
十
三
年
十
月
十
三
日
）〈
資
料
四
〉 

 
明
治
二
十
三
年
十
月
十
日
に
鈴
木
重
明
が
来
訪
し
、「
鎮
魂
祭
秘
事
口
授
」
受
伝
の
希
望
を
申
来
る
。『
日
文
本

義
』（
高
房
著
述
の
鎮
魂
伝
授
に
関
わ
る
文
献
）
の
書
写
は
予
め
済
ま
せ
て
い
た
よ
う
で
、
同
十
三
日
に
は
誓
約
書

を
書
か
せ
た
後
赤
坂
氷
川
神
社
社
務
所
に
て
伝
授
を
行
っ
て
い
る
。 

⑤
叶
真
吉
（
明
治
二
十
五
年
七
月
六
日
）〈
資
料
五
〉 

 

明
治
二
十
五
年
三
月
六
日
に
叶
真
吉
が
菓
子
を
添
え
た
書
簡
に
て
鎮
魂
伝
授
の
希
望
を
申
来
る
。
翌
七
日
に
は

「
松
山
神
道
」
一
本
を
叶
真
吉
に
用
立
て
て
い
る
。
さ
ら
に
同
年
四
月
三
日
に
は
細
谷
松
三
郎
と
共
に
叶
真
吉
が

「
鎮
魂
祭
の
ヿ
」
で
入
門
し
、『
日
文
本
義
』
を
用
立
て
て
い
る
。
伝
授
は
同
年
七
月
六
日
夜
に
行
わ
れ
て
お
り
、

翌
七
日
に
は
魚
料
の
受
渡
し
と
書
物
の
返
却
が
な
さ
れ
て
い
る
。 

⑥
田
代
邦
慶
（
明
治
二
十
五
年
十
二
月
十
九
日
）〈
資
料
六
〉 

 

明
治
二
十
五
年
十
二
月
十
四
日
に
田
代
邦
慶
父
子
が
高
房
を
来
訪
し
、
鎮
魂
伝
授
の
希
望
を
申
出
、
高
房
は
「
松

山
古
神
道
ノ
秘
事
」
を
用
立
て
て
い
る
。
翌
十
五
日
田
代
父
子
が
真
綿
一
袋
と
共
に
書
写
を
済
ま
せ
た
「
神
道
秘

事
ノ
巻
」
の
返
却
に
来
る
。
な
お
そ
の
際
に
は
十
六
日
に
入
門
す
る
こ
と
を
約
束
し
、
誓
約
書
の
下
書
き
を
用
立

て
て
い
る
。
十
六
日
に
誓
約
書
の
受
渡
し
が
あ
り
、『
日
文
本
義
』
の
用
立
て
や
鎮
魂
伝
授
の
場
所
と
な
る
赤
坂
氷

川
神
社
を
借
用
す
る
手
続
き
が
行
わ
れ
て
い
る
。
同
月
十
九
に
は
『
日
文
本
義
』
の
返
却
、
「
暗
誦
之
趣
質
問
」
、

夕
食
の
後
、
赤
坂
氷
川
神
社
社
頭
に
於
い
て
「
日
文
ノ
口
授
ト
作
業
」
の
伝
授
が
行
わ
れ
て
い
る
。 

⑦
清
水
廣
景
（
明
治
二
十
六
年
六
月
三
十
日
）〈
資
料
七
〉 

 

祓
修
業
や
「
鎮
魂
巻
」
の
用
立
て
、『
日
文
本
義
』
に
関
す
る
や
り
取
り
の
後
、
明
治
二
十
六
年
六
月
三
十
日
に

鎮
魂
傳
誓
約
書
、
束
修
（
入
門
料
）
の
受
渡
し
、
神
宮
教
院
に
於
け
る
鎮
魂
作
業
の
伝
授
が
行
わ
れ
て
い
る
。 

⑧
吉
村
春
樹
（
明
治
二
十
六
年
七
月
二
十
日
）〈
資
料
八
〉 

 

明
治
二
十
六
年
七
月
十
七
日
に
鎮
魂
誓
約
書
の
受
渡
し
が
行
わ
れ
、
同
月
十
九
日
夕
方
に
鎮
魂
（
作
業
を
伴
わ

な
い
口
授
の
こ
と
か
）
が
伝
え
ら
れ
、
翌
二
十
日
夕
方
に
は
既
に
伝
授
を
受
け
て
い
た
叶
真
吉
、
清
水
廣
景
同
席

の
下
「
鎮
魂
ノ
作
業
」
の
伝
授
が
行
わ
れ
て
い
る
。
明
く
る
二
十
一
日
吉
村
は
伝
授
の
礼
と
し
て
高
房
に
木
綿
縮

を
贈
っ
て
い
る
。 

⑨
（
細
谷
松
三
郎
）〈
資
料
九
〉 

細
谷
松
三
郎
は
叶
真
吉
と
共
に
「
鎮
魂
祭
ノ
ヿ
」
で
入
門
し
、
鎮
魂
伝
授
を
受
け
た
他
の
人
物
と
同
様
に
『
日

文
本
義
』
の
借
用
を
受
け
て
い
る
が
、
日
記
中
に
伝
授
記
録
は
見
ら
れ
な
い
。 

 

 

（
二
）
伝
授
事
例
の
検
討 

①
高
房
の
生
涯
の
中
で
の
時
期 

 

日
誌
の
中
で
鎮
魂
に
関
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
の
は
明
治
十
九
～
二
十
六
年
に
か
け
て
の
七
年
間
程
で
あ
る
。

さ
ら
に
誓
約
書
を
交
わ
す
形
で
の
伝
授
事
例
は
明
治
二
十
三
～
二
十
六
年
の
三
年
間
程
に
限
ら
れ
る
。
前
述
の
通

り
こ
の
時
期
高
房
は
既
に
神
宮
教
を
辞
職
し
て
お
り
、
神
宮
教
と
し
て
の
鎮
魂
伝
授
に
関
す
る
組
織
的
な
記
録
も

見
ら
れ
な
い
こ
と
よ
り
伝
授
が
あ
く
ま
で
も
個
人
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。5

7 

②
伝
授
の
時
間 

 

伝
授
は
夜
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、『
日
文
本
義
』
に
於
い
て
も
「
鎮
魂
祭
行
事
」
を
行
う
時
間
に
つ
い
て
「
夜

十
二
時
ヲ
以
テ
始
メ
ト
ス
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

                                        

             

 

5
7 

明
治
二
十
二
年
八
月
～
明
治
二
十
六
年
五
月
の

間
高
房
は
神
宮
教
に
所
属
し
て
い
な
い
。
但
し
、

清
水
廣
景
、
吉
村
春
樹
の
伝
授
日
に
関
し
て
は
復

任
後
で
あ
る
。 
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③
伝
授
の
場 

 
神
宮
教
の
教
会
（
神
宮
教
京
都
教
会
）
や
神
宮
教
院
（
麹
町
区
有
楽
町
）、
赤
坂
氷
川
神
社
等
で
行
わ
れ
て
い
る
。 

④
受
伝
者
の
分
布 

 

塚
田
菅
彦
、
叶
真
吉
等
の
神
宮
教
関
係
者
や
鈴
木
重
明
、
田
代
邦
慶
と
い
っ
た
在
郷
の
人
々
等
が
高
房
よ
り
伝

授
を
受
け
て
い
る
。 

⑤
伝
授
過
程
の
確
立
期 

 

鈴
木
重
明
に
対
す
る
伝
授
（
明
治
二
十
三
年
十
月
）
以
降
の
事
例
で
は
『
日
文
本
義
』
の
用
立
て
や
誓
約
書
の

受
渡
し
等
形
式
的
な
や
り
取
り
が
見
出
せ
、
こ
の
頃
よ
り
段
階
的
な
伝
授
過
程
が
確
立
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。 

⑥
伝
授
過
程
の
概
略 

 

伝
授
希
望
の
申
出
が
あ
る
と
、
『
日
文
本
義
』
や
「
神
道
秘
事
ノ
巻
」（
「
松
山
神
道
」
「
松
山
古
神
道
ノ
秘
事
」

と
も
記
さ
れ
て
い
る
）
等
の
書
籍
が
用
立
て
ら
れ
、
受
伝
者
は
こ
れ
ら
を
書
写
す
る
。
鎮
魂
伝
授
が
認
め
ら
れ
る

と
誓
約
書
の
受
渡
し
、
束
修
（
伝
授
の
納
金
）
の
納
入
が
行
わ
れ
る
。
手
続
き
が
済
む
と
伝
授
が
行
わ
れ
る
が
、

伝
授
に
は
口
授
（
教
学
的
な
部
分
か
）
と
作
業
（
身
体
動
作
を
伴
う
作
法
）
と
の
二
種
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
後
受
伝
者
よ
り
礼
品
の
受
渡
し
が
な
さ
れ
る
。 

 

 

（
三
）
鎮
魂
伝
授
と
『
日
文
本
義
』 

①
伝
授
過
程
と
『
日
文
本
義
』 

 

高
房
よ
り
伝
授
を
受
け
た
人
々
は
伝
授
に
先
立
っ
て
『
日
文
本
義
』
の
借
用
や
書
写
を
し
て
い
る
。（
鈴
木
重
明

〈
資
料
四
②
傍
線
部
〉
、
叶
真
吉
〈
資
料
五
④
傍
線
部
〉
、
田
代
邦
慶
〈
資
料
六
④
⑥
傍
線
部
〉
） 

②
『
日
文
本
義
』
の
著
者 

・
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵
の
『
日
文
本
義
』
に
は
奥
付
や
識
語
等
は
な
い
も
の
の
緒
言
に
記
さ
れ
る
明

治
十
年
の
巡
回
記
事
〈
資
料
一
〇
傍
線
部
②
〉
の
内
容
が
三
輪
田
高
房
の
日
誌
と
合
致
す
る
。 

・
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵
の
『
日
文
本
義
』
緒
言
の
中
で
一
人
称
を
「
高
房
」
と
し
、
父
を
「
清
敏
」

と
し
て
い
る
。〈
資
料
一
〇
傍
線
部
③
〉 

・
小
西
雲
鶴
『
鎮
魂
法
伝
習
録
』5

8

に
抄
出
さ
れ
て
い
る
『
日
文
本
義
』
に
は
著
者
と
し
て
「
○
○
高
房
著
（
姓
不

詳
）」
と
あ
る
。 

→
著
者
は
三
輪
田
高
房 

③
『
日
文
本
義
』
の
構
成 

 

外
題
は
題
箋
に
『
日
文
本
義
』
と
あ
る
。
一
丁
目
表
の
一
行
目
に
は
「
日
文
本
義
緒
言 

 

別
名
日
文
鎮
魂
本

義
」
と
あ
り
、『
日
文
鎮
魂
本
義
』
と
も
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
墨
付
き
三
六
丁
で
、「
□
祀
作
法
」
と

題
す
る
行
事
次
第
（
罫
紙
二
枚
）
が
裏
見
返
し
に
挟
ま
れ
て
い
る
。
「
緒
言
」
、
日
文
の
意
味
を
説
明
す
る
本
文
、

「
鎮
魂
祭
行
事
」、「
白
川
吉
田
両
氏
奠
供
」、「
雜
説
」、「
八
神
畧
説
」、「
日
文
本
義
根
據
」、
神
代
文
字
、
平
田
篤

胤
『
日
文
傳
』
の
抄
出
、「
鎮
魂
祭
ニ
関
係
ア
ル
歌
」、「
感
應
口
訣
」
と
い
う
項
目
よ
り
構
成
さ
れ
る
。 

④
『
日
文
本
義
』
の
主
題 

緒
言
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
〈
資
料
一
〇
傍
線
部
①
〉
本
書
は
「
日
文
」
（「
ヒ
フ
ミ
ヨ
イ
ム
ナ
ヤ
コ
ト
」
か
ら
始

ま
る
四
七
文
字
の
配
列
）5

9

は
「
鎮
魂
ノ
傳
ヘ
ノ
神
業
」
を
語
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
こ
れ
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る

                                        

             

 

5
8 

小
西
雲
鶴
『
鎮
魂
法
伝
習
録
』（
京
都
府
立
京
都

学
・
歴
彩
館
所
蔵
） 

5
9 

「
日
文
」
は
『
先
代
旧
事
本
紀
大
成
経
』
が
文 

献
上
の
初
出
で
あ
る
が
、
平
田
篤
胤
『
神
字
日
文
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も
の
で
あ
る
。 

⑤
『
日
文
本
義
』
の
受
容
者 

 
受
容
者
と
し
て
は
、
鈴
木
重
明
〈
資
料
四
②
〉
、
石
丸
忠
胤
〈
資
料
一
一
①
〉
、
茂
木
充
実
〈
資
料
一
一
②
〉
、
福

住
正
兄
〈
資
料
一
一
③
④
〉
、
叶
真
吉
〈
資
料
五
④
〉
、
細
谷
松
三
郎
〈
資
料
九
③
④
⑤
〉
、
田
代
邦
慶
〈
資
料
六
④

⑥
〉
、
清
水
廣
景
〈
資
料
七
②
〉
、
平
田
（
盛
胤
）〈
資
料
一
一
⑤
〉
、
太
田
武
和
〈
資
料
一
一
⑥
〉
、
篠
田
時
化
雄
〈
資

料
一
一
⑦
〉
、
小
西
雲
鶴6

0

、
川
面
凡
児6

1

、
宇
仁
新
次
郎6

2

が
確
認
で
き
る
。 

  

（
四
）
三
輪
田
高
房
「
神
に
つ
か
へ
奉
る
人
た
ち
に
つ
ぐ
」
と
鎮
魂
教
授
の
希
求 

①
三
輪
田
高
房
「
神
に
つ
か
へ
奉
る
人
た
ち
に
つ
ぐ
」
に
つ
い
て 

「
神
に
つ
か
へ
奉
る
人
た
ち
に
つ
ぐ
」
は
三
輪
田
高
房
が
明
治
二
十
五
年
七
月
発
行
の
『
大
八
洲
雜
誌
』
巻
之

七
三
に
於
い
て
発
表
し
た
六
〇
〇
字
程
の
文
章
。〈
資
料
一
二
〉 

内
容
は
大
き
く
分
け
て
鎮
魂
に
関
わ
る
自
身
の
履
歴
、「
日
文
」
が
「
鎮
魂
の
作
業
」
を
表
す
も
の
で
あ
る
と
す

る
発
想
、『
日
文
本
義
』
の
著
述
、
鎮
魂
の
啓
蒙
の
四
点
よ
り
構
成
さ
れ
る
。 

②
三
輪
田
高
房
に
よ
る
鎮
魂
の
「
広
告
」 

三
輪
田
高
房
は
「
神
に
つ
か
へ
奉
る
人
た
ち
に
つ
ぐ
」
の
中
で
『
日
文
本
義
』
に
於
い
て
鎮
魂
の
奥
秘
を
分
か

り
易
く
し
た
こ
と
〈
資
料
一
二
傍
線
部
①
〉
、
神
事
に
関
わ
る
人
は
鎮
魂
を
修
め
た
後
神
に
奉
仕
す
る
こ
と
が
誠
の

道
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
〈
資
料
一
二
傍
線
部
②
〉
を
記
し
、
鎮
魂
の
学
修
を
勧
め
て
い
る
。 

③
三
輪
田
高
房
「
神
に
つ
か
へ
奉
る
人
た
ち
に
つ
ぐ
」
の
読
者
と
鎮
魂
の
希
求 

・
森
建
樹 

 

島
根
県
周
吉
郡
中
村
（
現
隠
岐
郡
隠
岐
の
島
町
）
の
出
雲
大
社
教
教
師
森
建
樹
は
高
房
に
宛
て
た
書
簡
〈
資
料

一
三
①
②
〉
の
中
で
「
神
に
つ
か
へ
奉
る
人
た
ち
に
つ
ぐ
」
を
読
ん
だ
こ
と
〈
資
料
一
三
②
傍
線
部
①
〉
、『
日
文
本

義
』
の
購
入
を
希
望
し
て
い
る
こ
と
〈
資
料
一
三
②
傍
線
部
②
〉
を
記
し
て
い
る
。 

・
難
波
春
胤 

 

岡
山
県
苫
田
郡
津
山
町
（
現
津
山
市
）
に
鎮
座
す
る
徳
守
神
社
の
神
職
難
波
春
胤
は
高
房
に
宛
て
た
書
簡
〈
資

料
一
四
①
②
〉
の
中
で
「
神
に
つ
か
へ
奉
る
人
た
ち
に
つ
ぐ
」
を
読
ん
だ
こ
と
〈
資
料
一
四
②
傍
線
部
①
〉
、『
日
文

本
義
』
の
授
与
を
願
っ
て
い
る
こ
と
〈
資
料
一
四
②
傍
線
部
②
〉
を
記
し
て
い
る
。 

→
「
神
に
つ
か
へ
奉
る
人
た
ち
に
つ
ぐ
」
の
読
者
が
『
日
文
本
義
』
の
授
与
を
願
っ
て
い
る
。 

④
『
日
文
本
義
』
や
鎮
魂
に
つ
い
て
の
問
合
せ 

・
御
舘
磐
彦 

三
重
県
北
牟
婁
郡
長
島
村
（
現
紀
北
町
）
の
「
長
島
村
神
官
」
御
舘
磐
彦
（
子
孫
は
現
在
長
島
神
社
宮
司
）
よ

り
の
鎮
魂
法
授
与
の
希
望
〈
資
料
一
五
〉
。 

・
串
山
長
重 

熊
本
県
葦
北
郡
二
見
村
（
現
八
代
市
）
の
串
山
長
重
（
子
孫
は
現
在
二
見
神
社
宮
司
）
よ
り
の
『
日
文
本
義
』

代
金
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
〈
資
料
一
六
①
〉
。 

・
松
崎
六
平 

                                        

             

 

伝
』
以
降
神
代
文
字
を
表
す
も
の
と
し
て
国
学
者

に
よ
っ
て
種
々
の
見
解
が
示
さ
れ
て
き
た
。 

6
0 

前
掲
小
西
雲
鶴
『
鎮
魂
法
伝
習
録
』
に
は
『
日
文

本
義
』
が
所
収
さ
れ
て
い
る
。 

6
1 

前
掲
小
西
雲
鶴
『
鎮
魂
法
伝
習
録
』
九
〇
頁 

6
2 

宇
仁
新
次
郎
「
石
上
神
宮
の
鎮
魂
祭
」〔『
皇

學
』
第
四
巻
一
号
（
神
宮
皇
學
館
館
友
會
、
昭
和

十
一
年
三
月
）
二
〇
頁
〕 
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千
葉
県
望
陀
郡
小
櫃
村
（
現
君
津
市
）
の
松
崎
六
平
よ
り
の
鎮
魂
伝
に
関
す
る
申
し
出
〈
資
料
一
六
②
〉
。 

→
「
神
に
つ
か
へ
奉
る
人
た
ち
に
つ
ぐ
」
の
投
稿
以
降
『
日
文
本
義
』
や
鎮
魂
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
が
三
輪
田

高
房
に
複
数
件
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。 

 

小
括 

 

三
輪
田
高
房
は
明
治
二
十
三
～
二
十
六
年
頃
に
か
け
て
身
辺
の
神
宮
教
関
係
者
や
各
地
の
神
職
に
鎮
魂
行
事

を
伝
授
し
て
い
る
。
ま
た
、
高
房
は
自
身
の
鎮
魂
に
対
す
る
考
え
方
を
『
日
文
本
義
』
と
し
て
ま
と
め
て
お
り
、

本
書
は
様
々
な
人
々
に
希
求
・
受
容
さ
れ
て
い
た
。 

 

三
、
鎮
魂
伝
授
の
そ
の
後 

  

（
一
）
神
社
神
道
で
行
わ
れ
る
神
道
行
法
に
つ
い
て 

 

現
在
神
社
神
道
で
は
禊
祓
行
事
と
鎮
魂
行
事
と
が
神
道
行
法
と
し
て
神
社
本
庁
や
各
県
神
社
庁
の
研
修
制
度

に
よ
っ
て
普
及
さ
れ
、
全
国
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。
禊
祓
行
事
は
近
代
の
川
面
凡
児
の
み
そ
ぎ
行
に
淵
源
を
も
つ

も
の
で
、
鎮
魂
行
事
は
石
上
神
宮
に
伝
え
ら
れ
た
法
式
が
行
わ
れ
て
い
る
。6

3 

 

（
二
） 

叶
真
吉
が
森
津
倫
雄
に
行
っ
た
鎮
魂
伝
授 

 

石
上
神
宮
に
伝
え
ら
れ
た
鎮
魂
行
事
に
つ
い
て
は
石
上
神
宮
元
宮
司
の
森
津
倫
雄
氏
が
そ
の
由
来
に
つ
い
て

『
石
上
神
宮
の
鎮
魂
祭
』6

4

の
中
で
記
し
て
お
り
、
こ
の
法
式
が
石
上
神
宮
に
伝
え
ら
れ
た
際
の
記
録
は
「
自
修
鎮

魂
式
相
傳
覺
書
」〈
資
料
一
七
〉
と
し
て
同
書
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。 

①
「
自
修
鎮
魂
式
相
傳
覺
書
」
の
筆
録
者
の
検
討 

・
伝
授
の
場
に
同
席
し
た
人
物
は
、
叶
真
吉
、
森
津
倫
雄
、
藤
岡
好
春
、
櫻
井
稻
麿
、
住
田
平
彦
〈
資
料
一
七
〉 

・
桜
井
東
花
が
伝
授
の
様
子
を
詳
記
し
て
い
る
〈
資
料
一
七
①
〉 

・「
自
修
鎮
魂
式
相
傳
覺
書
」
で
は
櫻
井
稻
麿
が
記
さ
れ
て
い
な
い
〈
資
料
一
七
②
〉 

→
桜
井
東
花
（
稻
麿
）
が
筆
録
し
た
も
の
を
所
収
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

②
伝
授
の
顛
末
〈
資
料
一
七
〉 

・
藤
岡
好
春
が
叶
真
吉
に
石
上
神
宮
へ
転
任
す
る
森
津
倫
雄
に
対
し
て
三
輪
田
高
房
よ
り
伝
え
ら
れ
た
鎮
魂
行
事

を
伝
授
す
る
こ
と
を
勧
め
、
叶
真
吉
が
快
諾
す
る
。 

・
叶
真
吉
よ
り
森
津
倫
雄
へ
石
上
神
宮
に
秘
法
返
納
の
申
し
出
が
あ
り
、
日
程
が
昭
和
九
年
二
月
十
八
日
に
決
め

ら
れ
る
。 

・
昭
和
九
年
二
月
十
八
日
朝
、
相
伝
者
叶
真
吉
、
立
会
人
藤
岡
好
春
、
立
会
人
住
田
平
彦
は
伝
授
に
先
立
ち
二
見

浦
で
の
禊
、
二
見
興
玉
神
社
参
拝
、（
伊
勢
）
神
宮
参
拝
を
行
う
。 

・
昭
和
九
年
二
月
十
八
日
夜
、
叶
真
吉
よ
り
森
津
倫
雄
に
鎮
魂
行
事
が
伝
授
さ
れ
る
。 

                                          

             

 

6
3 

「
神
道
行
法
錬
成
研
修
会
の
あ
ゆ
み
」〔
神
社
本

庁
教
学
研
究
部
神
社
本
庁
研
修
部
編
『
神
道
行
法

錬
成
研
修
会
開
講
五
十
周
年
記
念
誌
』
（
神
社
本

庁
、
平
成
十
六
年
）
三
五
～
七
六
頁
〕 

6
4 

森
津
倫
雄
『
石
上
神
宮
の
鎮
魂
祭
』（
森
津
先
生

喜
寿
祝
賀
会
、
昭
和
二
十
八
年
） 



三輪田高房の鎮魂伝授について（レジュメ） 

一〇 
 

（
三
） 

研
修
制
度
と
鎮
魂
行
事
の
普
及 

 
昭
和
二
十
九
年
に
神
社
本
庁
調
査
部
の
岡
田
米
夫
氏
の
活
躍
に
よ
っ
て
石
上
神
宮
に
於
い
て
第
一
回
神
道
行

事
講
習
会
が
行
わ
れ
、
そ
の
後
こ
の
講
習
会
は
「
神
道
行
法
錬
成
研
修
会
」
と
名
称
が
変
更
さ
れ
現
在
に
至
っ
て

い
る6

5
。
神
道
行
法
錬
成
研
修
会
は
「
神
社
本
庁
研
修
所
の
行
う
研
修
」（
神
社
本
庁
が
主
催
し
石
上
神
宮
で
行
わ

れ
る
研
修
）
と
「
神
社
庁
研
修
所
の
行
う
研
修
」（
各
県
の
神
社
庁
が
主
催
し
て
行
う
研
修
）
と
の
二
種
類
が
あ
り
、

前
者
は
「
神
社
庁
道
彦
及
び
同
助
彦
そ
の
他
の
養
成
を
目
的
」
と
し
、
後
者
は
「
神
職
及
び
そ
の
他
の
神
社
職
員

等
の
指
導
を
目
的
」
と
し
て
い
る6

6

。
こ
の
よ
う
な
研
修
制
度
に
よ
っ
て
現
在
鎮
魂
行
事
は
禊
祓
行
事
と
共
に
全

国
的
に
普
及
さ
れ
て
い
る
。 

 

小
括 

 

三
輪
田
高
房
よ
り
叶
真
吉
を
介
し
て
石
上
神
宮
に
伝
え
ら
れ
た
鎮
魂
行
事
は
現
在
神
社
神
道
の
研
修
制
度
に

よ
っ
て
全
国
的
に
普
及
さ
れ
て
い
る
。 

 

お
わ
り
に 

 

以
上
「
三
輪
田
高
房
の
生
涯
」、「
三
輪
田
高
房
の
鎮
魂
伝
授
」、「
鎮
魂
伝
授
の
そ
の
後
」
と
い
う
項
目
ご
と
に

三
輪
田
高
房
が
行
っ
た
鎮
魂
伝
授
に
つ
い
て
高
房
の
自
筆
資
料
等
を
用
い
な
が
ら
伝
授
の
実
態
や
そ
の
後
の
経

過
を
明
ら
か
に
し
た
。
三
輪
田
高
房
よ
り
鎮
魂
行
事
の
伝
授
を
受
け
た
叶
真
吉
は
後
に
石
上
神
宮
に
鎮
魂
行
事
を

伝
え
て
い
る
。
ま
た
、
石
上
神
宮
に
伝
え
ら
れ
た
鎮
魂
行
事
は
現
在
神
社
神
道
の
神
道
行
法
研
修
制
度
に
よ
っ
て

全
国
的
に
普
及
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
現
在
神
社
神
道
で
行
わ
れ
て
い
る
鎮
魂
行
事
の
淵
源
を
た
ど
れ
ば
本
発

表
で
述
べ
た
よ
う
な
三
輪
田
高
房
の
行
っ
た
鎮
魂
伝
授
に
た
ど
り
つ
く
の
で
あ
る
。 

 

三
輪
田
高
房
に
つ
い
て
は
不
明
な
部
分
が
多
く
、
研
究
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
は
殆
ど
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が

ら
本
発
表
で
も
述
べ
た
通
り
三
輪
田
高
房
は
神
宮
の
教
化
活
動
に
長
年
携
わ
る
等
様
々
な
局
面
で
明
治
期
の
神

祇
政
策
に
関
わ
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
活
用
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
高
房
の
残
し
た
自
筆
の
継
続

的
な
記
録
類
は
当
時
の
様
子
を
鮮
明
に
映
し
出
す
貴
重
な
資
料
と
し
て
今
後
よ
り
一
層
活
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

な
お
、
本
発
表
で
は
三
輪
田
高
房
が
伝
え
た
鎮
魂
行
事
が
そ
も
そ
も
ど
う
い
っ
た
も
の
に
由
来
す
る
の
か
を
論

じ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
併
せ
て
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 

                                          

             

 

6
5 

前
掲
「
神
道
行
法
錬
成
研
修
会
の
あ
ゆ
み
」〔
神

社
本
庁
教
学
研
究
部
神
社
本
庁
研
修
部
編
『
神
道

行
法
錬
成
研
修
会
開
講
五
十
周
年
記
念
誌
』
三
五

～
七
六
頁
〕 

6
6 

「
神
社
本
庁
錬
成
行
事
道
彦
規
程
」（
昭
和
四
十

九
年
六
月
四
日
、
規
程
第
三
号
）
第
五
条
、「
神
社

本
庁
錬
成
行
事
道
彦
規
程
の
一
部
変
更
」（
昭
和
六

十
三
年
七
月
一
日
、
規
程
第
六
号
）、
神
社
本
庁
錬

成
行
事
道
彦
規
程
の
一
部
を
変
更
す
る
規
定
」（
平

成
元
年
七
月
一
日
、
規
程
第
九
号
） 

三
輪
田
高
房
の
伝
え
た
鎮
魂
行
事
の
系
譜 

―
三
輪
田
高
房
―
叶
真
吉
―
森
津
倫
雄
―
石
上
神
宮
歴
代
宮
司
―
神
社
本
庁
道
彦
・
助
彦

―
各
県
神
社
庁
道
彦
・
助
彦
―
神
職
及
び
そ
の
他
の
神
社
職
員
等 


